
全体会（協議会委員） 評価・検証部会
前年度
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４月

５月

６月 全体会 第１回

７月
８月

９月 全体会 第２回

１０月 全体会 第３回

１１月 全体会 第４回

１２月 全体会 第５回

１月
２月

３月 全体会 第６回

全体会（協議会委員） 評価・検証部会
４月

５月

６月 全体会 第１回

７月

８月

９月 全体会 第２回

１０月 全体会 第３回

１１月 全体会 第４回

１２月 全体会 第５回

１月
２月

３月 全体会 第６回

全体会（協議会委員） 評価・検証部会

全体会（協議会委員） 評価・検証部会
 

＜協議会での事後評価時期＞
・全体会 第６回（３月）

※事業者は、評価をうける
 全体会の２か月前
 （１月）までに

 事務局へ資料を提出する。

【日中サービス支援型指定共同生活援助の事業所指定の申請に係る評価及び実施状況報告・評価（年間スケジュール）】
事業所指定の
申請に係る評価

事業予定者 事務局（障がい福祉課）
協議会

 
＜協議会での事前評価時期＞
・全体会 第２回（ ９月）
・全体会 第４回（１１月）

※事業予定者は、事前評価を
 うける全体会の２か月前
 （７月・９月）までに

 事務局へ資料を提出する。

事業所指定後の
定期評価

事業者 事務局（障がい福祉課）
協議会

【地域生活支援拠点等の運用状況の検証及び検討（年間スケジュール）】
被評価者

（岐阜市地域生活支援拠点等登録事業所）
事務局（障がい福祉課）

協議会

協議会における評価・検証の流れ （案）
【基幹相談支援事業内容の検証（年間スケジュール）】

被評価者
（基幹相談支援センター・基幹相談支援サテライト）

事務局（障がい福祉課）
協議会

前年度２月〜３月 関係者アンケート実施

４月上旬 自己評価（概要シート・自己評価
シート・事業実施報告書等）資料を作成し、
事務局へ提出

４月中旬〜下旬 協議会委員へ評価資料送付

6月上旬 （全体会 第１回）にて
被評価者より報告
協議会委員によるヒアリング・評価

１０月〜１１月
課題・改善点の振り返り

３月上旬（全体会 第6回）にて
被評価者より課題・改善点の報告

１２月〜１月
課題・改善点の確認

５月下旬〜６月上旬
自己評価シート（共通・機能別）資料作成
事務局へ提出

６月上旬〜７月中旬
被評価者が作成した「自己評価シート（共通・機能
別）」資料をもとに事務局が「運営評価シート（共通・
機能別）」の被評価者項目を取りまとめた資料を作成 ９月上旬（全体会 第２回）にて

事務局より報告
協議会委員によるヒアリング・評価

事前相談 手順の説明

協議会委員へ評価資料の送付

（全体会）
事業の運営方針
活動内容等について説明

事業所の指定申請
※「協議会からの評価等に関する
報告書」を添付し、市へ提出

事業所の指定

「日中サービス支援型指定共同生活
援助事業所の申請調書」等の資料を
作成し、事務局へ提出

（全体会）
被評価者より報告
協議会委員によるヒアリング・評価

事業開始

３月上旬（全体会 第６回）にて
岐阜市地域生活支援拠点等の課題と改善点を報告

「日中サービス支援型指定共同生活
援助報告・評価シート」を作成し、
事務局へ提出

協議会委員へ評価資料の送付 評価資料の確認
質問・意見事項を記載し、事務局へ提出

（評価・検証部会）
事業の実施状況等を説明

協議会からの評価等に
関する報告書を通知

全体会出席・協議会への説明依頼

評価・検証部会出席・協議会への説明
依頼

６月中旬〜下旬
協議会委員全員が「運営評価シート」に評価点・特
記事項を記入し、事務局へ提出

６月下旬
協議会委員からの評価をもとに事務局が「運営評
価シート（評価点・特記事項）」を取りまとめた
資料を作成

６月下旬〜７月下旬
事務局で取りまとめた資料をもとに
協議会の意見として「運営評価
シート（評価点・総評・課題）」
をまとめる

９月上旬（全体会 第２回）にて
評価・検証部会委員より基幹相談支援事業
に対する評価点・総評・課題等を報告

７月下旬〜８月中旬
協議会委員へ「運営評価シート（共通・機能別）」資料
送付 ９月上旬〜中旬

協議会委員全員が「運営評価シート（共通・
機能別）」に評価・特記事項を記入し、事務
局へ提出

９月中旬
協議会委員からの評価をもとに「運営評価シート（評
価・総評・課題）」を取りまとめた資料を作成

９月下旬
事務局で取りまとめた運営評価
シートをもとに協議会の意見と
して「運営評価シート（評価・
総評・課題）」をまとめる

１１月中旬（全体会 第４回）にて
評価・検証部会委員より岐阜市地域生活支援拠
点等に対する評価・総評・課題等を報告

事務局で取りまとめた資料を協議会委
員全員へ確認依頼
協議会の意見として「協議会からの評
価等結果通知」を作成事務局から「協議会からの評価等結果通知」

を送付

協議会の意見として「日中サービス支援
型共同生活援助事業所評価票」を送付

（全体会後）
協議会委員全員が「日中サービス支援型共
同生活援助事業所評価票」に要望・助言・
評価を記入し、事務局へ提出

協議会委員からの評価をもとに要望・助言・
評価を取りまとめた資料を作成

評価・検証部会委員からの評価をもとに
要望・助言・評価を取りまとめた資料を
作成

（評価・検証部会後）
委員が「日中サービス支援型共同生活援助事
業所評価票」に要望・助言・評価を記入し、
事務局へ提出

資料４−２

１月〜２月
課題・改善点の確認

１２月〜１月
課題・改善点の振り返り

（評価・検証部会）
被評価者より報告、事業所視察
協議会委員によるヒアリング・評価

３月上旬（全体会 第６回）にて
評価・検証部会委員より「日中サービ
ス支援型共同生活援助事業所評価票」
を報告、承認を得る


